
助産師教育研修研究センター設置規程 

（目的） 

第１条 本規程は、定款第５条本会の公益目的に基づき、助産師教育に携わる者が、高

度な助産実践の教育力を修得・維持し、助産師教育の質の向上に、生涯学習の場

として、資することを目的として助産師教育研修研究センター（以下「センター」

という。）を置く。 

（事業内容） 

第２条  

（１） 助産師教育に関わる教員を対象とした研修 

（２） 助産師教育に関わる臨床指導者を対象とした研修 

（３） 研究機関に属さない助産教員及び助産臨床指導者のための助産研究能力向上支

援 

（４）その他理事会が必要と認めたもの 

 

（組織） 

第３条 センター事業は助産師教育関係者のための研修事業にあたることから､本会の

公益事業２に位置づけ、センター運営委員会が運営にあたる。 

 2 センターにセンター長を置き、会務を総理する。 

3 センター長は、第 4 項において選定された候補者を理事会が承認し、会長が任命

する。 

4 センター長候補者の選定は、会長及び副会長 2 名が任期満了の 1 か月前までに行

う。ただし、特別な事情により会長が必要と認める時は、会長の意見により優先

的に候補者を選定することができる。 

5 センター長の任期は 2 年とし、連続 3 期までの再任を妨げない。ただし、欠員が

生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

6 センター運営委員会に関し必要な事項は､別に定める。 

 

（連絡先） 

第４条 本センターは全国助産師教育協議会(以「本会」という。)の助産教育機能とし

て設置し、本会事務所を連絡先とする。 

 

（改廃）  

第５条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  

 

附則 

 この規程は、平成 25 年 6 月 13 日から施行する。 

 この規程は、平成 25 年 7 月 21 日から施行する。 

 この規程は、令和 3 年 4 月 24 日施行する。 

 


